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この解説では、コンテンツＩＤフォーラム（ｃＩＤｆ）が進め

てきました、ID を使ったコンテンツ流通の枠組みについ

て説明します。まず、デジタルコンテンツの特徴につい

て概説した後、最近のコンテンツ流通を取り巻くいろい

ろな状況について述べます。その後、コンテンツ ID の

詳しい説明を行い、最後に、その標準化を進めてきた

cIDf について簡単に紹介します。 

 

 

■デジタルコンテンツの特徴とメタデータの役割 

 

デジタルコンテンツは、アナログと比べ、簡単にコピー

ができ、しかもコピーしても全然劣化しないことから、不

正コピーが大きな問題となっています。そのため、この

不正コピーからコンテンツを保護するために、単に法律

だけではなく、技術的にも種々の方法が考えられてい

ます。電子透かしのようにコピーを抑止する手段、ある

いは暗号化や DRM（Digital Rights Management）といっ

た、もっと強固な、コピーを防止する手段などです。 
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ディジタルコンテンツの特性ディジタルコンテンツの特性

0110100110010010
11011001101001011
11001001011111010
0010010111100101
0101011110000101

コンテンツコンテンツ

物に添付されるか劣化が伴う
アナログ信号として伝達

アナログアナログ ディジタルディジタル

オリジナルがそのまま
コピーされる

ID

１．ディジタルコンテンツについて

 
 

一方、このようなコンテンツ保護とは別の問題として、デ

ジタルコンテンツを利用する際に、その中身が外からは

よく分からないということがあります。つまり、どうやって

コンテンツの内容や、保護のための権利関係の情報を

知ればよいのかということです。この問題に対しての回

答が、「デジタルコンテンツを特定するために、ID を付

与する」ということなのです。さらに、そのコンテンツに関 
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デジタルコンテンツの技術的保護デジタルコンテンツの技術的保護

コンテンツコンテンツ

DRM

CCICCI

不正防止管理機能

電子透かし電子透かし

不正抑止管理機能

法律

セキュリティの程度

コスト

ID

ID

暗号化

１．ディジタルコンテンツについて

 
 
するいろいろな内容をテキストデータ--これを“メタデー

タ”と呼んでいます--として記述しておき、必要な時に

そのデータを参照してコンテンツに関するさまざまな情

報を知ることです。この ID（“コンテンツ ID”）の付与に

ついての標準化活動を、cIDf で進めてきたところです。 
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IDIDとメタデータとメタデータ

• デジタルコンテンツは不透明であり，外部からは内容が
分からない

• それではどうして内容を知るのか？

0110100110010010
11011001101001011
11001001011111010
0010010111100101
0101011110000101

ＩＤＩＤ （特定）（特定）
→→

メタデータメタデータ （内容）（内容）
標準化

１．ディジタルコンテンツについて

 
 

通常、コンテンツそのもの、及びコンテンツのいろいろ

な属性情報を記述したメタデータを各組織の内部で管

理するのですが、今後は、メタデータ自身にも、次第に

資産的価値が生じてくると考えられ、それをコンテンツ

と組み合わせて外部に向けてグローバルに流通させた

い、といった期待も高まってくるでしょう。つまり、いろい

ろなコンテンツの検索、権利に関わる処理、コンテンツ

を流通させる時の決済処理など、メタデータをさまざま

な用途に活用する方向に進んできています。 

 

メタデータの役割としては、上記のように、まず、検索の

手段として使うことです。例えば、画像については、画

像そのものを認識して検索する技術もありますが、やは

り精度の面でも技術的にはまだまだなので、メタデータ

として画像の内容を記述しておけば、検索も簡単にで 
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IDIDとメタデータへの期待とメタデータへの期待

コンテンツコンテンツ

メタデータメタデータ

ID

ID

ID

ID

検索
権利
決済

処理

資産的価値

グローバル流通内部管理

１．ディジタルコンテンツについて

 
 
きる、あるいは高度な検索ができることになります。 

また、デジタルコンテンツは、単に見るだけでは、その

特徴を十分に生かしていないとも言えます。1 つのコン

テンツを種々の用途で再利用する、部品として使って、

新しいコンテンツを作るということが今後盛んになってく

ると考えられます。そのためにも、コンテンツを合成した

り編集したりした時の記録をメタデータとして残しておく

訳です。検索の用途だけでなく、権利関係、つまりコン

テンツの部品ごとに、誰がどういう権利を持っているの

かという記録のためや、編集の履歴などを記述しておく

ためにもメタデータが使われます。 

さらに、前に述べたように、コンテンツの権利関係の情

報を記述することにも、メタデータの役割があります。 
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メタデータの役割

情報検索ツールとしてのメタデータ情報検索ツールとしてのメタデータ
ソフトウエアに各Ｗｅｂページコンテンツの情報内容やマルチメディアコンテンツの内容
や属性情報を理解させるためには、すべてのコンテンツにわたって統一され、コン
ピュータが扱うのに適した一定の規則に基づいた説明文を各コンテンツにつける必要が
ある。これがメタデータである。W3C（World Wide Web Consortium）で開発されたPICS 
(Platform for Internet Content Selection)もその一つであると言えよう。

コンテンツ合成記録のためのメタデータコンテンツ合成記録のためのメタデータ
デジタルコンテンツは、その再利用の容易性のため、多くの別のコンテンツを部品として
組み合わせたり、原作コンテンツを再編集したりすることによって制作される場合も少な
くない。その場合、メタデータはその集めた部品コンテンツを記録したり、コンテンツの編
集履歴を記録したりする場合の、モジュレータの役目をすることになる。

権利関係記述ツールとしてのメタデータ権利関係記述ツールとしてのメタデータ
コンテンツの権利関係が明確になっていないコンテンツは、ものが存在していても利用
することができず、無価値なコンテンツということになるからである。この、複雑な権利関
係の記述を可能とするのは、紛れもなくメタデータである。

１．ディジタルコンテンツについて

 
 

 

■コンテンツ流通を取り巻く環境と要求 

 

次に、デジタルコンテンツの流通がビジネス的にも進ん

できている状況の中で、その環境というか、技術的ある

いは社会的な面で今何が起こっているかということにつ

いて、簡単に紹介します。 

 

現在の状況をまとめると、コンテンツを処理するコンピュ

ータのエンジンそのもの、あるいは記憶装置といったハ

ードウェアがどんどん安く、性能も上がってきています。

各種の端末もどんどん小さく、性能が上がって安くなっ

てきています。ネットワークも、少し前とは雲泥の差であ

り、ブロードバンドがどんどん普及してきています。 

そのネットワークに関連して、コンテンツのネット配信ビ

ジネスが、今まさに立ち上がってきています。放送にお

いても、デジタル放送が既に始まっています。また、社

会制度の面では、政府の IT 基本戦略が発表され、

e-Japan 計画としていろいろな施策が実行されてきてい

るとか、著作権に関しても、関係者及び消費者の意識

が高まってきている、といった状況があります。 

 

こうした状況の中の 1 つ、ブロードバンドですが、少し前

までは、細い回線上での情報のやりとりでした。放送で

いえば、放送局から片方向で一般の人たちにコンテン

ツが流れていたということになります。それが少し進んだ

段階で、狭帯域のインターネットが出てきて、双方向で

やや大きな情報をやりとりできるような状況になりました。

これが今、さらにブロードバンドになりはじめており、ネ

ットワーク帯域がだんだんと太くなって、利用者の間で

大きなコンテンツのやりとりができるようになってきました。

これはつまり、一般の個人が、太いネットワーク帯域を

使って、リッチな情報発信をすることができる、そういう

状況になってきているということを意味します。 

別の表現をすると、これまでは、少数の発信者が多数

の受信者に対してコンテンツを流す放送、あるいは、多

数の人たちがホームページを立ち上げて何人かの人

がそれを見るインターネットというものがありました。それ

がこれからは、回線も太くなっていくことから、一般の人

たちが、コミュニティといったそこそこの受け手に対して

情報を送るという時代がやってくるものと考えられます。 
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マスコミ
プロコンテンツ

ブロード
キャスティング

マイクロコミュニケーション形成とマイクロコミュニケーション形成と
コンテンツ流通促進コンテンツ流通促進

出典：
*1. 総理府統計局(2000年)
*2. 総務省情報通信政策局総合政策課統計企画課(2000年10月)
*3. 社団法人日本記録メディア工業会、ソニー株式会社(2000年)

ビデオカメラ普及：35％（約1600万世帯） *1 ・ＰＣ普及：50.5％*2

パーソナルコンテンツ年間延べ時間数：26.4億分(4400万巻×約60分)*3

パーソナル
キャスティング

コミュニケーション

ミニコミ
セミプロコンテン

ツ

マイクロコミ
アマコンテンツ

エニー
キャスティング

発信源数

創る

送る

視聴対象数

楽しむ

受ける

２．コンテンツ流通を取り巻く環境

 
 
ところで、コンテンツ流通にかかわっている人たちには

さまざまな希望や要求があります。コンテンツを作ったり
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持ったりしている人は、自分のコンテンツを売りたい、流

通しているコンテンツが、どれだけ、どう使われているか

を知りたい、自分のコンテンツをアピールしたい、と考え

ています。あるいは、これは自分が作った正真正銘の

本物だよという証明をしたいといった要求もあります。一

方、コンテンツを消費する方には、見つけたコンテンツ

を利用したい時に、誰に問い合わせたらいいのか、どう

いう条件で利用できるかということを知りたいという要求

があります。数あるコンテンツの中から、使いたいコンテ

ンツを容易に検索したい、誰それ作として入手したコン

テンツが本当にその人の作ったものなのか確認したい、

といったような要求があります。 
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コンテンツＩＤ

流通システム for コンシューマfor クリエータ（ｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀﾞｰ）

売りたい
産地直送で売りたいが,売り方が

わからない．不正コピーが氾濫し
て怖くて売り出せない．売れた分,
著作権料を回収してほしい。

自己アピールしたい
売るのは二の次で,権利を主張し,
自己ｱﾋﾟｰﾙしたい．

目の前にあるコンテンツ
をすぐに利用したい

ホームページを立ち上げたいのに,ほ
しい写真・記事が目の前にあるが,利
用方法が全くわからず,権利関係が怖

くて利用に踏み切れない．

世界中からほしいコンテンツ
を利用条件をつけてすぐに

検索して利用したい
コンテンツや利用形態が体系化して
記述されておらず,ほしいコンテンツに

すぐにたどり着けない．

本物の証明を示したい
もっとコピーして普及させたいが,
偽のカタログ業者やサイトが勝手
に商売を始めるのは許したくない．

入手したコンテンツの素性を
確かめたい

信用のおけるコンテンツでないと，利
用できない．

さまざまな
流通形態

使われ方を知りたい
自分のコンテンツがどこでどのよ
うに使用されているか，知りたい．

コンテンツ流通の社会要請コンテンツ流通の社会要請
２．コンテンツ流通を取り巻く環境

 
 

さまざまな流通形態においてこうした要請に応えるため、

cIDf は“コンテンツ ID”を提唱してきました。コンテンツ

ID は、前述のように、デジタルコンテンツにユニークな

識別番号を付与すると共に、それに関わる各種の属性

情報を、メタデータとしてデータベースに蓄え、コンテン

ツ流通の種々の局面でこれらの情報を参照することに

より、社会の要請に応えていくための枠組みです。 
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流通システム for コンシューマfor クリエータ（ｺﾝﾃﾝﾂﾎﾙﾀﾞｰ）

売りたい
産地直送で売りたいが,売り方が

わからない．不正コピーが氾濫し
て怖くて売り出せない．売れた分,
著作権料を回収してほしい。

自己アピールしたい
売るのは二の次で,権利を主張し,
自己ｱﾋﾟｰﾙしたい．

目の前にあるコンテンツ
をすぐに利用したい

ホームページを立ち上げたいのに,ほ
しい写真・記事が目の前にあるが,利
用方法が全くわからず,権利関係が怖

くて利用に踏み切れない．

世界中からほしいコンテンツ
を利用条件をつけてすぐに

検索して利用したい
コンテンツや利用形態が体系化して
記述されておらず,ほしいコンテンツに

すぐにたどり着けない．

本物の証明を示したい
もっとコピーして普及させたいが,
偽のカタログ業者やサイトが勝手
に商売を始めるのは許したくない．

コンテンツＩＤ

入手したコンテンツの素性を
確かめたい

信用のおけるコンテンツでないと，利
用できない．

コンテンツ流通の社会要請に応えるコンテンツ流通の社会要請に応える

さまざまな
流通形態

使われ方を知りたい
自分のコンテンツがどこでどのよ
うに使用されているか，知りたい．

コンテンツコンテンツ
属性属性

権利属性権利属性 流通属性流通属性

コンテンツコンテンツ
属性属性

ユニークコードユニークコード
(ID(IDセンタセンタ
管理番号管理番号))

流通属性流通属性

コンテンツコンテンツ
属性属性

権利運用権利運用
属性属性

コンテンツコンテンツ
属性属性

コンテンツコンテンツIDID
管理センタ管理センタ

IPRIPR--DBDB

自由領域自由領域

分配属性分配属性

２．コンテンツ流通を取り巻く環境

 
 

 

■コンテンツ ID に求められるもの 

 

コンテンツ ID は、ひとことで言いますと、流通するコンテ

ンツを特定するために、一意に付けられる識別データと

いうことになります。“コンテンツ ID”は、コンテンツに付

与したユニークな番号すなわち識別子を表しますが、

そのコンテンツに対しては、その内容や権利関係の情

報、さらには流通に関する情報などのいろいろな属性

を記述したメタデータが存在します。コンテンツ ID によ

り、このメタデータをも一意に特定することが出来ます。 
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コンテンツコンテンツIDIDとは？とは？

流通コンテンツを特定するために，
そのコンテンツに一意的に付与される
識別コード．

コンテンツID（cid）により，

コンテンツそのもののと，種々のコンテンツ
属性情報（メタデータ）とが，
ユニークに特定される．

３．コンテンツIDとは？

 
 

このユニークな番号＝IDに必要な条件が、5つあります。

まず、当然グローバルな環境で重複がないことです。イ

ンターネットの世界で流通するコンテンツに、同じ番号

が付与されていると、当然のことながら、流通管理など

の処理はうまく働きません。次に永続性です。いったん

番号を付与されたコンテンツがネットワークに出ていくと、

それはずっとそのネットワーク上に存在することになりま

す。したがって、その番号体系が突然無効になったりし

てはまずいので、永続的な番号体系が必要です。3 つ

目に、例えば、番号の付与されたコンテンツが世の中

に出ていった時に、そのメタデータによる属性情報を知

るために、DNS (Domain Name System)のように、番号か

ら得られるアドレスにアクセスすれば管理されている属

性情報が入手できるといった仕組みも必要です。これ

をロケーション可解性と言っています。4 つ目には、コン

テンツ不可分性があります。せっかく番号を付与しても、

そのコンテンツが流通している間に、コンテンツと番号

とが分かれてしまうと意味がなくなりますから、それらが

切り離せないような仕組みが必要です。そして 5 番目で

すが、こういった番号体系は、cIDf 以外にも、既に世の

中に多数ありますので、それらを 1 つに統一することは

今からは難しい。そこで各番号体系間でお互いに接

続・共存して運用できることも必要になってきます。 
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IDID（番号）の条件（番号）の条件

ユニーク性
グローバル環境で重複がない

永続性
永久的に存続する（引継ぎルールが確立している）

ロケーション可解性
番号から，管理情報等のアドレスが得られる

コンテンツ不可分性
コンテンツと切り離せない

相互運用性
他番号体系と共存できる

３．コンテンツIDとは？

 
 

cIDf では、これらの条件を満たすコンテンツ ID の体系

を定めています。その構成は、先ほど述べたように、ユ

ニークな番号（ＩＤ）の部分と、メタデータで表現されるコ

ンテンツの属性の部分とから成ります。属性情報全体

は、ID 管理センタのデータベースに格納されます。そし

て、コンテンツに対し、例えば電子透かしなどを使って、

この番号を埋め込んで流通させるという形態です。 
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IDID（識別子）とメタデータの形式（識別子）とメタデータの形式

コンテンツ

cidcid

コンテンツ属性

バージョン番号
000

バージョン番号
000

ID管理
センタ番号

ID管理
センタ番号

センタ内番号
（センタが割り付ける任意長の番号）

センタ内番号
（センタが割り付ける任意長の番号）

16bits**
3 8

….

8

バージョン番号
000

バージョン番号
000

id方式
番号

id方式
番号

id方式規定組織が
割り付ける番号

id方式規定組織が
割り付ける番号

グループ*
番号

グループ*
番号

4

ID管理
センタ番号

ID管理
センタ番号

グループ*
番号

グループ*
番号

識別子形式のバージョン
001-111はリザーブ

* 例えば，業界別、地域国別、
応用別

権利属性 権利運用属性 流通属性 分配属性

識別子識別子

プロファイルレベル

センタが割り付ける
任意長の追加番号

センタが割り付ける
任意長の追加番号

** 今後規定されるバージョン番号では，各フィールドの長さや
フィールドそのものが変更の可能性あり

メタデータメタデータ

cid+メタデータ
（フルセット）

DCD*
(+issue date)

DCD*
(+issue date)

cidcid
029384020293840202938402

IPR-DB

電子透かしなどにより
コンテンツに埋込む

このcidがIPR-DBに
アクセスするKeyとなる

ヘッダ域などに格納
DCD

*Distributed Content Descriptor

ID管理

センタ

実装手段

タイプ
0

タイプ
0

タイプ
1

タイプ
1

1

３．コンテンツIDとは？

cidと他標準メタデータとの組合せも可

 
 

しかし、何か処理をするたびに毎回 ID 管理センタにア

クセスするというのは大変だということもありますし、常に

はネットワークにつながっていない環境も考えられます。

そこで、属性情報のサブセット--タイトルや作者のよう

に、一旦設定されるとその値が変わらないような情報、

コンテンツを使う利用条件のような情報などを、XML 
(eXtensible Markup Language)のような言語で記述し--

こ れ を 流 通 コ ン テ ン ツ 記 述 子 (DCD: Distributed 
Content Descriptor)と呼んでいます--、コンテンツとバ

インドして流通させるという仕組みも設けています。 

 

 

■コンテンツ ID の運用 

 

実際にいろいろなコンテンツを持っている方々は、おそ

らく組織内部で独自の番号体系を持ち、管理されてい

ることと思います。こうしたコンテンツを持った方々がコ

ンテンツやその属性情報の管理のために ID 管理セン

タを立ち上げる訳ですが、その内部番号がそのまま世

の中に出て行くとユニークさが失われてしまいます。 
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クリエータ
&

著作権
利用者

ID 管理センタ A

CIDCIDCID

IPR DB

センタ
番号

ID 管理センタ B

CIDCIDCID

IPR DB

レジストレーションレジストレーション
オーソリティ（オーソリティ（RA)RA)

コンテンツコンテンツIDIDの運用の仕組みの運用の仕組み

クリエータ
&

著作権
利用者

CIDCIDCID

クリエータ及び著作権
利用者は，複数のID管

理センタから選択可能

多数の商用
ＩＤ管理センタが存在
(営利or非営利団体)

RA は各ＩＤ管理センタに
“センタ番号”を発行

(非営利公益法人，１つ)

クリエータ
&

著作権
利用者

センタ
番号

CID
“IDセンタ管理 No.”の唯一性

をセンタ番号によって保証

ID管理センタの設置認可機関
(ID管理センタ番号を管理・払出し)

例：コンテンツホルダ，
権利者団体

３．コンテンツIDとは？

例：権利仲介業者，
配信事業者，
政府/自治体

 
 

そこで公的な認可登録機関としてレジストレーション・オ

ーソリティ（RA）を設け、コンテンツを持っている方々（ID

管理センタ）に対して、RA からセンタ番号を重複なく発

行するという運用を行います。各 ID 管理センタでは、こ

のセンタ番号と内部管理の独自番号とを連結した形で

世の中に出していくことにより、全体として、ユニークな

番号が発行できます。 

 

cIDf で定めているコンテンツの属性情報としては、まず、

コンテンツ属性があります。これは、コンテンツの内容を

表す情報であり、タイトルや作者、キーワードやアブスト

ラクト、といったものです。次に、権利属性とは、実際に

このコンテンツのオリジナルの権利に関する情報を表し

ます。コンテンツ属性と権利属性は、コンテンツが制作

された時点で設定できる情報です。一方、権利運用属

性は、制作されたコンテンツを実際に流通させる際に、

契約に基づいて許諾を与えて流通させる訳ですが、そ

の契約の内容を表す情報です。流通属性は、実際に

世の中にコンテンツが流通している時に、どういう目的

や範囲で使っていいのかとか、コピーの可否といった

利用条件を記述したものです。分配属性は、例えばコ

ンテンツが売れた時に、どのようにして権利者などにそ

の収益を分配するかという情報です。他に、自由領域

やシステム領域を規定しています。合計で 200 項目以

上ありますが、それぐらいのデータをコンテンツの属性

情報として、cIDf では規定しています。ただし、設定が

必須の項目は 20 程度であり、残りについては必要な時

に必要なものを使うこととしています。 
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コンテンツの属性情報コンテンツの属性情報 →流通の各局面で参照→流通の各局面で参照

• ユニークコード： コンテンツに一意に付与される番号であり，“ＩＤ管理センタ番号”，
“ＩＤ管理センタ内番号”， “タイプ(バージョン情報)”などから成る．

• コンテンツ属性：コンテンツ（＝作品，商品）の制作者，内容，種別，分類等に関する
情報を表す．

• 権利属性 ：コンテンツの権利関係を表記する．問い合わせ先等．

• 権利運用属性：権利の許諾・委任･譲渡に関する情報． 権利契約情報等．

• 流通属性 ：コンテンツの利用条件，流通管理情報．

• 分配属性 ：売買収益の分配に関する情報．

• 自由領域 ：ID管理センタに任される自由領域． 流通（＝売買）の履歴情報等，コ
ンテンツIDの付加価値を増大させることが可能な自由活動領域．

• （システム管理情報）：ID管理センタの運用に必要な非公開情報．

（例） ディジタル署名，電子透かし情報，チェックデジット，コンテンツHash値，等．

ユニークユニーク
コードコード

コンテンツコンテンツ
属性属性

権利属性権利属性
権利運用権利運用
属性属性

流通属性流通属性 分配属性分配属性 自由領域自由領域
システムシステム
管理情報管理情報

３．コンテンツIDとは？

 
 

cIDf で規定しているメタデータを用いることにより、種々

のメディアの”部品”から成る複雑なコンテンツに対して

も、その構成要素を正確に識別し、編集履歴をたどるこ

とも可能となります。また、複雑なコンテンツ流通チェイ

ンにおいて必要となる、他標準体系のコンテンツ識別

番号の引き継ぎ履歴をメタデータに記述しておくことに

より、他標準体系のメタデータの参照も可能となります。 
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コンテンツ属性
原コンテンツ情報

編集前コンテンツ情報
（コンテンツid）

コンテンツ属性
原コンテンツ情報

ルーツコンテンツ情報
（コンテンツid）

メタデータによる構成記述メタデータによる構成記述

ルーツコンテンツ１

中間コンテンツ1-1

ルーツコンテンツ４

改変等

中間コンテンツ1-2

改変等

ルーツコンテンツ２

中間コンテンツ2-1

改変等

中間コンテンツ2-2

編集

ルーツコンテンツ３

中間コンテンツ3-1

改変等

コンテンツＡ

編集

コンテンツ コンテンツＢコンテンツ

VV--ISAN: aISAN: a cIDcID: b1: b1 cIDcID: b2: b2
輸入

改変なし

配信委託

改変なし

コンテンツ属性
他コード体系

V-ISAN: a

コンテンツ属性
他コード体系

V-ISAN: a
cID: b1

注1) 現版では，権利関係
情報との対応は，な
い．”付記”に記述可能．

注2) 現版では，構造を表

現する項目は，な
い．”付記”に記述可能．

映像 静止画 テキスト音楽例：

３．コンテンツIDとは？
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コンテンツ１

メタデータによる権利記述メタデータによる権利記述 －前提：契約－－前提：契約－

権利許諾契約権利許諾契約１

許諾条件b-1権利
ｂ

許諾条件b-2

許諾条件a-3

許諾条件a-2

許諾条件a-1権利
ａ

権利
利用
者１

権利
者１

権利許諾契約権利許諾契約２

許諾条件d-1権利
ｄ

許諾条件d-2

許諾条件c-3

許諾条件c-2

許諾条件c-1権利
ｃ

権利
利用
者１

権利
者２,
権利
者３

権利許諾契約権利許諾契約３

許諾条件e-1権利
ｅ

許諾条件e-2

許諾条件a-3

許諾条件a-2

許諾条件a-1権利
ａ

*1

権利
利用
者１

権利
者４

権利者(群) 権利利用者 消費者
権利許諾契約 ライセンス契約ライセンス契約

権利処理モデル権利処理モデル

コンテンツ１

利用条件d-21

利用条件d-11

利用条件c-31

利用条件c-21

利用条件c-11

利用条件b-21

利用条件b-11

利用条件e-21

利用条件e-11

（ライセンス契約ライセンス契約）

利用条件a-31

利用条件a-21

利用条件a-11

*1
複数人が保持する
共同権利ａについ
ての許諾契約が，
権利者ごとに個別
になされ得るか否
かは，不明．

３．コンテンツIDとは？

まず，まず，
契約契約

 

一方、一つのコンテンツに対しては複数の権利項目及

び権利者が存在するのが一般的であり、各権利保持者

と権利利用者との間の権利利用許諾契約に基づいて、

世の中のコンテンツ流通が行われています。このような

社会の仕組みに対応して、cIDf のメタデータでは、複

数の契約内容に対応した情報を記述しておくことが可

能です。そして、コンテンツ ID をキーに、これら権利関

係の情報を効率的に参照出来るのです。 
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メタデータによる権利記述メタデータによる権利記述
－契約－契約--メタデータ間の対応－メタデータ間の対応－

権利名 権利者id/名

権利名権利名 権利利用者id/名
契約書番号

契約書番号 権利許諾条件

権利属性

権利運用属性

権利の許諾/
譲渡/

管理委任

権利運用条件
利用条件利用条件

流通属性

利用条件

権利許諾契約１

許諾条件b-1権利
ｂ

許諾条件b-2

許諾条件a-3

許諾条件a-2

許諾条件a-1権利
ａ

権利
利用
者１

権利
者１

・・・

利用条件b-21

利用条件b-11

（ライセンス契約）

利用条件a-31

利用条件a-21

利用条件a-11

*1, *2
*1 権利代表者情報(複数設定可)もあり．
*2 著作権，著作隣接権，著作者人格権ごとの設定

可．
*3 各形態ごとの設定可．
*4 各形態で共通だが，契約書番号で識別可．
*5 当該権利のコンテンツ内における対象部分を”

付記”として記述することが可能．
*3

*4

注) 許諾条件，利用条件は同一項目．利用目的，
利用方法等，多項目があり，今後も追加あり．

*5

３．コンテンツIDとは？
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メタデータによる権利記述メタデータによる権利記述 －メタデータ詳細－－メタデータ詳細－

権利許諾契約１

権利ａ(1)

権利ｂ

権利利用者１

権利a(1) 権利者１

権利ｂ 権利者１

権利ｃ 権利者２

権利ｄ 権利者２

権利ｄ 権利者３

権利ｃ 権利者３

権利許諾契約３

権利ａ(2)

権利ｅ

権利利用者１

権利許諾契約２

権利ｃ

権利ｄ

権利利用者１

権利許諾契約１ 許諾条件a-1

権利許諾契約１ 許諾条件a-2

権利許諾契約１ 許諾条件a-3

権利許諾契約１ 許諾条件b-1

権利許諾契約１ 許諾条件b-2

権利許諾契約２ 許諾条件c-1

権利許諾契約２ 許諾条件c-2

権利許諾契約２ 許諾条件c-3

権利許諾契約２ 許諾条件d-1

権利許諾契約２ 許諾条件d-2

権利許諾契約３ 許諾条件a-1

権利許諾契約３ 許諾条件a-2

権利許諾契約３ 許諾条件a-3

権利許諾契約３ 許諾条件e-1

権利許諾契約３ 許諾条件e-2

権利属性 権利運用属性．権利の許諾/譲渡/管理委任 権利運用属性．権利運用条件

利用条件a-11

流通属性．利用条件

権利a(2) 権利者４

権利ｅ 権利者４

*1

*1 現版では，権利名に(1)等の付加情報を付けれるこ
とにより，許諾契約と権利者との対応を識別できる．

３．コンテンツIDとは？

 
 

 

■ID の付与とレゾリューション 

 

では、ID をどういった単位でコンテンツに付与するのか

ということですが、それは cIDf では特に決めてはおらず、

著作者あるいはコンテンツ流通をする人が、その流通

を管理したい単位で、任意に決めることとしています。 

例えば、映画の 1 作品全体に 1 つの ID を付与すると

いうこともできますし、シーンとかカットとか、個々の部分

的なところにそれぞれ ID を付与するということも可能で

す。また、コンテンツのモジュール、つまり部品に ID を

付与し、その部品を集めた 1 つの作品に対してもさらに

別の ID を付与するということもできます。 
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コンテンツＩＤの付与単位コンテンツＩＤの付与単位

• 著作権、およびオリジナリティを主張する作品 （自己主張制作
品）

• 商品として売買対象にする作品 （売買商品）

• 作品としてまとまった単位: 出版1冊、映画1本 （作品の１単位）

• 作品の最小単位: それ以上に分解すると作品の体を成さなくな
る、1ページ、1駒、1カット、１句、1シーン等 （作品の最小単位）

• 編集著作物に新たなID （再編集作品／複合作品）

• ID取得は著作者の意思に委ねられる

３．コンテンツIDとは？

 
 

さらに、実際のコンテンツの流通を考えると、例えば

DVD のようにパッケージとして流通させる場合もありま

すし、放送やインターネットで流す場合もあり、いろいろ

な流通経路があります。流通条件はこの経路ごとに違

いますので、同じ作品でも、流通経路に応じて別の ID

を付与するということも可能です。この、流通経路ごとに

異なる ID を付与するということが、コンテンツ ID の他の

ID 標準体系と比べた一つの特徴となっています。 
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ディジタルコンテンツへのディジタルコンテンツへのIDID付与方法付与方法

ID

ID
ID

編集段階での
モジュールに付与

作品に付与

ID

ID
ID

ID
ID

IDID

ID

インターネットインターネット

流通経路などを含んで
作品に付与

３．コンテンツIDとは？

 
 

コンテンツ ID のこの特徴から、SMPTE (Society of 
Motion Picture and Television Engineers)では、流通経

路などに応じてさまざまなバリエーションが存在するよう

な場合に、そのバリエーションごとにコンテンツ ID を付

与することに関する議論も行われています。 

 

このようなコンテンツ ID を使って、実際にどのようなフロ

ーでコンテンツ流通が行われるのか、ということに関し、

一例を挙げて説明します。この例は最も単純かつ基本

的なものであり、ここでは、コンテンツ ID のユニークコー

ドが、前半部分がユニークな「著作物 ID」、要するに作

品の番号と、後半部分が例えば流通経路によって異な

る番号の部分--「発行 ID」と呼んでいます--との 2 つの

サブコードから構成されるというケースを考えます。 
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コンテンツコンテンツIDID
管理センタ管理センタ

著作権
者

IPRIPR--
DBDB

著作権
使用者 購入者

①コンテンツ制作

②登録依頼

③著作物ID発行

⑤使用許諾

④著作物属性登録

⑥ID発行依頼

⑦発行ID発行（DCD生成，
電子透かし埋込み）

⑧流通属性登録

⑨引き渡し

⑩販売

（注）この例では，CIDユニークコードが，著作物IDと発行IDとにより構成されるものとする．

DCD

DCD

DCD

コンテンツ流通：コンテンツ処理の流れコンテンツ流通：コンテンツ処理の流れ
－－ 最も単純・基本的なモデル最も単純・基本的なモデル －－

３．コンテンツIDとは？

 
 

まず、コンテンツを作ったクリエータが、自分の作品をど

こかの ID 管理センタに登録します。この時点では、著

作物 ID の部分、すなわちユニークコードの前半部分が

発行され、コンテンツ属性と権利属性、すなわち著作物

に関する属性情報がデータベースに登録されます。そ

の後、ある時点で、どこかの出版社などに使用許諾を

与えてそのコンテンツを流通させようとしたとします。そ

の時、その許諾を受けた出版社は、その作品が登録さ

れているコンテンツ ID 管理センタに対して、全体のコン

テンツ ID の発行を依頼します。この時に、契約条件や

流通条件に関する属性情報をデータベースに登録し、

著作物 ID と発行 ID とを合わせた全体のユニークコード

を付与し、必要に応じてコンテンツに電子透かしで埋め

込みます。その後、この属性情報の中から必要なサブ

セットを抽出して DCD を作成し、それを何らかの形でコ

ンテンツに付けて返却し、そしてこの出版社はそのコン

テンツを世の中に流通させます。このような基本モデル

を考えています。実際には、より複雑になる部分も多い

ですし、ビジネスによっても違ってくると思いますが。 

 

先ほど、ID からいろいろな属性情報のありかを知るとい

うことを述べましたが、私たちはこれを“コンテンツ ID レ

ゾリューション”と呼んでいます。コンテンツに ID が付与

され、例えば電子透かしによりその ID が埋め込まれて

流通している状況で、あるところで利用者が何らかの形

でそのコンテンツを入手したとします。DCD に入ってい

るサブセットの属性情報では不十分なため、全体の情

報を知りたい場合に、ID は分かってもどこのデータベ

ース、どこの ID 管理センタに問い合わせたらよいか分

からない時には、レゾリューションサーバに ID を渡すと、

対応する属性情報が登録されているデータベースのロ

ケーション（URL）を返してくれ、その URL にアクセスす

れば、いろいろな情報を入手することができるという仕

掛けです。このレゾリューションの枠組みに関する技術
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的な確認と、これを含めたコンテンツ ID を使ったコンテ

ンツ流通の確認についての実証実験が、50 社ぐらい集

まり，2002 年 2 月に実施されました。 
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RA
(cIDf)

管理ｾﾝﾀA
IPRIPR--DBDB

利用者利用者
((ﾘｿﾞﾘｭｰｼｮﾝﾘｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ

ｸﾗｲｱﾝﾄ）ｸﾗｲｱﾝﾄ）

管理ｾﾝﾀB

IPRIPR--DBDB

DNS

cIDf
ﾘｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ

ｻｰﾊﾞ
（RAが管理）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
ﾘｿﾞﾘｭｰｼｮﾝ

ｻｰﾊﾞ
（ＣＮＲＩが管理）

管理ｾﾝﾀC

①ＣＩＤ

（ＤＯＩ等とつなぐ場合）

②ＩＰＲ－ＤＢのＵＲＬ

③ＵＲＬ ④ＩＰアドレス

⑤ＣＩＤ

⑥属性情報（コンテンツＩＤ）

こんなときにリゾリューションが必要
１．新規管理センタが開設されたとき。
２．複数の管理センタでIPR-DBを共用する場合。
３．IPR-DBが分散構成をとる場合。

（地域分散、メディア分散、ミラーリングなど）

こんなときにリゾリューションが必要
１．新規管理センタが開設されたとき。
２．複数の管理センタでIPR-DBを共用する場合。
３．IPR-DBが分散構成をとる場合。

（地域分散、メディア分散、ミラーリングなど）

コンテンツID(CID)から，そのコンテンツ属性情報を管理するIPR-
DBのロケーションを特定すること．

コンテンツコンテンツID(CID)ID(CID)から，そのコンテンツ属性情報を管理するから，そのコンテンツ属性情報を管理するIPRIPR--
DBDBのロケーションを特定すること．のロケーションを特定すること．

DOI US国会図書館
ＩＤとＵＲＬの関連
付けテーブル

同
期

コンテンツコンテンツIDIDリゾリューションリゾリューション

ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ・
ｵｰｿﾘﾃｨ（管理ｾﾝﾀ認定機関）

RARAの一サービスとして提供予定の一サービスとして提供予定

３．コンテンツIDとは？

 
 

 

■コンテンツ ID の応用 

 

現在、世の中にいろいろコンテンツ配信のビジネスが

立ち上がっていますが、その関係者に聞きますと、やは

り不正コピーが怖いということが一番よく聞く声です。あ

とは、例えば実際にどれぐらいそのコンテンツが使用さ

れたかというか、買われたかというか、そういったことを

正確に知りたいという要求もあります。 

そこで、DRMといったコンテンツを保護する技術が注目

されている訳です。実際のコンテンツ流通では、権利を

持っている人から、契約に基づいて、許諾された条件

の範囲内の流通条件でコンテンツを流通させるのです

が、このような許諾条件や流通条件といった権利関連

情報を、コンテンツ ID の属性情報としてデータベース

により管理します。そしてその流通条件を、各社で使う

DRM の中に設定する、というように使うことができます。 
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コンテンツコンテンツIDIDととDRMDRMとのインタフェース例とのインタフェース例

上流
コンテンツ

権利者

上流
コンテンツ

権利者

下流
コンテンツ

権利利用者

下流
コンテンツ

権利利用者

対象
コンテンツ

権利利用者

対象
コンテンツ

権利利用者

コンテンツID
11                 利用条件

11            

コンテンツID
10             許諾条件

10            

IPR-DB

ID管理センタ

権利運用属性

権利許諾
契約10

ライセンス
条件11

コンテンツ

DRM

ライセンス
サーバ流通属性

コンテンツコンテンツID(ID(メタデータメタデータ))の流通属性．利用条件をの流通属性．利用条件を
DRMDRMののUsage RuleUsage Ruleに設定．に設定．

DRM: Digital Rights Management

出版社/配信事業者 消費者

３．コンテンツIDとは？

 

また、利用状況の把握という点では、コンテンツにユニ

ークな ID が付いていますので、商品に付けられたバー

コードのように、ID ごとにいろいろなデータを容易に収

集することができると共に、利用報告が効率的に、簡単

に、正確にできるようになるというメリットがあります。 
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消費者/端末配信事業者

課金・決済サービス事業者

権利利用者

(集計)

コンテンツ コンテンツコンテンツ

IDID

利用情報利用情報の正確な把握の例の正確な把握の例

権利者 権利利用者

(集計)

配信事業者 消費者/端末

権利管理団体

(集計)

コンテンツ →
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権利許諾情報 →
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←← 対価
←← 利用情報
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課金・決済サービス事業者

コンテンツ
ID

コンテンツ
ID

コンテンツ
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コンテンツ
ID

コンテンツ
ID

コンテンツ
ID

コンテンツ
ID

コンテンツ
ID

視聴
データ

利用
データ

利用報告
利用報告

対価
分配

ID

ID

IDIDID

ID

IDID ID

参照

•• コンテンツ，各プレイヤに共通のコンテンツ，各プレイヤに共通のIDIDを付与を付与

•• 流通の各段階（配信システム，端末等）で，流通の各段階（配信システム，端末等）で，
利用情報収集利用情報収集

-- 共通共通IDIDに基づき，多数の事業者間のデータに基づき，多数の事業者間のデータ

を効率的に集計（名寄せ不要）を効率的に集計（名寄せ不要）

n1n2n3

注) 対価分配を収集した利用情報に基づいて行うか否かは，運用マター．

¥¥

３．コンテンツIDとは？

 
 

もう一つ、例えば端末やディスクに ID が付いているとし

ます。実際にそれを使ってコンテンツを見ていいよとい

った場合のチェックの仕方として、コンテンツのIDと、デ

ィスクなり端末、あるいは再生装置、編集装置の ID とを

比較することによって、本当にこのコンテンツを開けて

いいか、見ていいか、使っていいかということをチェック

することも可能になります。また、ここで実際に見られた、

使われた、あるいは格納されたという情報を端末で収

集しておき、ID と共に定期的に管理サーバに送るとい

った応用も考えられます。 
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端末機器における実行制御の例端末機器における実行制御の例
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蓄積装置

ｺﾝﾃﾝﾂ利用管理ｺﾝﾃﾝﾂ利用管理 出力/再生装置

編集装置

cID
管理
ｾﾝﾀ

IPR
情報

流通
原本

顧客
情報

→利用者側

ｺﾝﾃﾝﾂ
cID

視聴

再利用

ｺﾝﾃﾝﾂ
cID

ｺﾝﾃﾝﾂ
cID

ｺﾝﾃﾝﾂ
cID

dID

dID

dID

uID

uID

利用条件ﾁｪｯｸ利用条件ﾁｪｯｸ

利用履歴収集利用履歴収集

cID: ｺﾝﾃﾝﾂID
uID: 利用者ID
dID: 機器ID

利用管理の例
- cIDで規定された条件でのみ利用可
- 登録された利用者(uID)のみ利用可
- 登録された機器(dID)でのみ利用可
- 利用者，機器に課金

例：uID=dID →携帯電話

－コンテンツ（権利）保護の仕組み－

: ｺﾝﾃﾝﾂ
: cID
: uID, dID, 
利用情報

ﾌﾟﾛﾃｸﾄ機構

３．コンテンツIDとは？

 
 

まとめますと、コンテンツ流通の円滑化には、権利の管

理・保護機能とか、あるいは課金のメカニズムとか、流

通の管理とか、いろいろな機能が必要ですが、これらの

機能をコンテンツ ID の枠組み、およびその関連する技

術によって実現できるということです。 
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ビジネスチャンス！ビジネスチャンス！

IPRIPR--DBDB
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マーケティング，マーケティング，
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クリアリング，等クリアリング，等

権利仲介，権利仲介，
権利許諾，等権利許諾，等

放送放送--InternetInternet
連携，等連携，等
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コンテンツ流通とコンテンツコンテンツ流通とコンテンツIDID

RA

３．コンテンツIDとは？

 
 

こうした状況の中で、2002 年度後半に、コンテンツＩＤの

枠組みに基づくコンテンツ流通の統合システムを開発・

実証するプロジェクトが、情報処理振興事業協会(IPA)

の下で実施されました。このプロジェクトでは、デジタル

コンテンツが利用目的等のメタデータと共にデータベ

ースに登録されてユニークな ID が符番されること、配信

事業者など利用者の目的に応じてコンテンツが検索さ

れ契約が行われること、コンテンツには不正利用を抑

制するために電子透かしが埋め込まれ、製作者、ホル

ダの権利が保護されること、配信されたコンテンツは、

配信ログから利用実績に応じた課金が行われること、

一度購入されたコンテンツは使用権管理ソフトウェアの

管理のもと、PC や携帯電話など複数のデバイスで利用

されること、といった複数の機能が統合的に動作する、Ｉ

Ｄ付きコンテンツの流通基盤を構築しました。 
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統合データベース統合データベース
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[凡例] データの流れ
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ダイナ
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(静止画）
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（動画）

MPEG21-DII
CIDコード埋込

MPEG21-DII
CIDコード埋込

コンテンツ（京都）コンテンツ（京都）

コンテンツ（有田）コンテンツ（有田）

 
 

 

■コンテンツ ID フォーラム（ｃＩＤｆ） 

 

最後に、cIDf の活動を簡単に紹介します。 

 

cIDf は、1999 年 8 月に、東京大学の安田浩教授の提

唱により発足しました。cIDf のメンバは、コンテンツ流通

発展の道筋として、まず、いろいろなコンテンツに ID を

振りましょう、そういったコンセンサスを形成していきまし

ょうということを、第 1 ステップと考えています。そして、コ

ンテンツ流通は契約に基づくものなので、その契約内

容が ID を含めたいろいろな共通の言語で表現されるよ

うになるということが第 2 ステップです。次に、こうしてい

ろいろな言語で表現されたコピー制御項目のような

種々の動作などが、それぞれのデバイスの中できちん

と実行されるというのが第 3 ステップです。以降は、こう

いった枠組みが、世の中で、例えば法律のような形で

確立されることによって、全体としてコンテンツ流通が発

展していくものと考えており、現在はようやく第 1 ステッ

プについて、ほぼコンセンサスが得られつつあるという

状況と考えています。 
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ステップ１ ：デジタルコンテンツの属性情報の特定方法

（コンテンツＩＤによる識別）が共通化

ステップ２ ：契約内容が共通言語で表現可能

ステップ３ ：共通言語で記述されたイベントが，
通信機器・家電/オフィス機器等で記述通りに

実行制御

ステップ４ ：共通言語で記述された契約内容が，
その実行制御を裏付けにして市民権を得，

遅れて法律的地位が認知

ステップ５ ：電子的権利の流通が発展

コンテンツ流通の発展ステップコンテンツ流通の発展ステップ

(cIDf仕様書1.0版 2.2.3項) 

４．コンテンツIDフォーラム(cIDf)

 
 

cIDf の活動としては、ID を付与するいろいろな枠組み、

あるいは実質的な仕様を検討し提案してきました。これ

はオープンです。また、コンテンツ ID を使った流通のモ

デルやコンテンツ ID の具体的な適用方法の例を考え、

国内あるいは国際的に普及・啓蒙活動を行っています。

国内・海外を問わず、関連する業界団体や公的な標準

化機構と連携をとりながら、cIDf も提案を行い、また、関

連団体で決まったことを cIDf の仕様に反映させて整合

を図るというような形で活動してきています。 

cIDf には、さまざまの業界から多数の会社、あるいは個

人、協会に参加していただいています。これまでの活

動は、主として技術仕様策定に重きを置いてきましたが、

今後は、コンテンツ ID の枠組みの普及促進に重心を

置いた活動を進めていく予定です。その中で、各地の

さまざまな関連する動きを支援する活動も行っていきた

いと考えています。 

 

cIDf の活動やコンテンツ ID の仕様などに関する詳しい

内容は、ホームページ（http://www.cidf.org/）に掲載し

てありますので、ご覧いただければ幸いです。 


